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船舶事故調査報告書 

 

                             平成３０年１月１０日 

                      運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

委   員  佐 藤 雄 二（部会長） 

                         委   員  田 村 兼 吉 

                         委   員  岡 本 満喜子 

 

事故種類 衝突 

発生日時 平成２９年３月８日 ２３時５６分ごろ 

発生場所 香川県高松市男
お

木
ぎ

島東方沖（備讃瀬戸東航路） 

 男木島灯台から真方位０９１°３.１海里（Ｍ）付近 

 （概位 北緯３４°２６.０′ 東経１３４°０７.４′） 

事故の概要  ケミカルタンカーKEOYOUNG
キ ョ ー ヤ ン

 DREAM
ド リ ー ム

1 は、東進中、また、貨物船広
ひろ

栄
えい

丸は、東進中、両船が衝突した。 

KEOYOUNG DREAM1 は、右舷船首部外板に擦過傷を生じ、また、広栄

丸は、左舷中央部外板に凹損等を生じた。 

事故調査の経過  平成２９年３月１０日、主管調査官（広島事務所）ほか１人の地方

事故調査官を指名した。 

原因関係者から意見聴取を行った。 

事実情報 

 船種船名、総トン数 

 船舶番号、船舶所有者等 

 Ｌ×Ｂ×Ｄ、船質 

 機関、出力、進水等 

 

Ａ ケミカルタンカー KEOYOUNG DREAM1（パナマ共和国籍）、２,８

２３トン 

   ９７６４１９２（ＩＭＯ番号）、KY MARITIME S.A 

８９.９６ｍ×１４.４０ｍ×７.５０ｍ、鋼 

ディーゼル機関、２,４２７kＷ、２０１６年６月３０日 

Ｂ 貨物船 広栄丸、１９９トン 

   １３６１２５、広栄汽船有限会社 

５６.６６ｍ×９.４０ｍ×５.５０ｍ、鋼 

ディーゼル機関、７３５kＷ、平成１３年２月９日 

 乗組員等に関する情報 Ａ 船長Ａ（大韓民国籍） 男性 ６９歳 

   一級航海士免状（大韓民国発給）締約国資格受有者承認証 船

長（パナマ共和国発給） 

  航海士Ａ₁（大韓民国籍） 男性 ２６歳 

   三級航海士免状（大韓民国発給）締約国資格受有者承認証 二

等航海士（パナマ共和国発給） 

Ｂ 船長Ｂ 男性 ４９歳 

   五級海技士（航海）（履歴限定） 

    免 許 年 月 日 平成４年８月４日 

    免 状 交 付 年 月 日 平成２８年８月１８日 

    免状有効期間満了日 平成３３年８月１７日 
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  航海士Ｂ 男性 ５３歳 

   六級海技士（航海）（履歴限定） 

    免 許 年 月 日 平成２０年７月１８日 

    免 状 交 付 年 月 日 平成２４年８月１７日 

    免状有効期間満了日 平成３０年７月１７日 

 死傷者等 なし 

 損傷 Ａ 右舷船首部外板に擦過傷 

Ｂ 左舷中央部外板に破口を伴う凹損等 

 気象・海象 気象：天気 晴れ、風 なし、視界 良好 

海象：海上 平穏、潮汐 下げ潮の末期、潮流 東流約１ノット

（kn） 

 事故の経過 Ａ船は、船長Ａ及び航海士Ａ₁ほか１１人（大韓民国籍３人、フィ

リピン共和国籍２人、インドネシア共和国籍５人、中華人民共和国籍

１人）が乗り組み、ジメチルホルムアミド約９００ｔ及びダワノール

ＰＭ約８００ｔを積載し、阪神港神戸区に向け、中華人民共和国南京
ナンキン

港を出港した後、法定灯火を表示し、約１４.５knの速力（対地速

力、以下同じ。）で、自動操舵により備讃瀬戸東航路の速力制限区間*1

内の東航レーンを東進していた。 

航海士Ａ₁は、速力制限区間外に出た後の平成２９年３月８日２３

時４５分ごろ前直の航海士（以下「航海士Ａ₂」という。）から周囲の

船舶の動静に関する情報を受けて交代し、甲板手１人（以下「甲板手

Ａ」という。）と共に船橋当直についた。 

航海士Ａ₁は、船橋後部の海図室に入り、阪神港の到着予定時刻を

海図で調べていたところ、甲板手Ａからトイレに行くので降橋したい

旨の申し出を受けて許可した。 

Ａ船は、自動操舵のまま約１００°の針路で航行中、航海士Ａ₁が

海図室から出たところ、船首方至近にＢ船の左舷灯を認め、左舵一杯

及び主機を停止したが、２３時５６分ごろＡ船の右舷船首部とＢ船の

左舷中央部とが衝突した。 

船長Ａは、衝撃を感じて昇橋し、Ｂ船の損傷状況を視認した後、Ａ

船の損傷状況を確認した。 

Ｂ船は、船長Ｂ及び航海士Ｂほか２人が乗り組み、コイル約６７５

ｔを積載し、阪神港 堺
さかい

泉北
せんぼく

区に向け、愛媛県壬
に

生川
ゅうがわ

港を出港した

後、法定灯火を表示し、約１１.５knの速力で、手動操舵により備讃

瀬戸南航路を東進していた。 

航海士Ｂは、８日２２時３５分ごろ瀬戸大橋下付近で、前直の船長

Ｂから周囲の船舶の動静に関する情報を受けて交代し、単独の船橋当

                             
*1 「速力制限区間」とは、海上交通安全法に定める航路の一部区間を航行する際、制限速力以下で航行するよう求

められている区間で、備讃瀬戸東航路においては、香川県坂出港沖合の同航路西側境界から男木島付近までの間を

１２kn以下の速力（対水速力）で航行する必要がある。 
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直についた。 

Ｂ船は、２２時４０分ごろ備讃瀬戸東航路に入航し、航海士Ｂが、

２３時３９分ごろ男木島北方沖で転針した際、右舷船尾方約１Ｍのと

ころにＡ船を視認し、いずれＡ船がＢ船の進路を避けて左右どちら側

かを追い越していくものと思い、備讃瀬戸東航路の東航レーンの中央

付近を約１００°の針路で航行した。 

Ｂ船は、航海士Ｂが、Ａ船に追い越される場所はもう少し先である

と思い、次の変針予定場所のことを気にしながら航行中、レーダーで

後方を確認したところ、Ａ船との距離が近いと感じ、左舷船尾方至近

に接近したＡ船を視認して右舵約４０°を取ったが、Ａ船と衝突し

た。 

船長Ｂは、衝撃を感じて昇橋し、ＶＨＦ無線電話（以下「ＶＨＦ」

という。）で備讃瀬戸海上交通センターに本事故の発生を通報してＢ

船の損傷を確認した後、Ｂ船の運航者に連絡した。 

（付図１ 事故発生経過概略図、付表１ Ａ船のＡＩＳ記録（抜

粋）、付表２ Ｂ船のレーダー映像追尾記録（抜粋）参照） 

 その他の事項 Ａ船は、航海速力が約１３.３kn で、レーダー２台、ＧＰＳプロッ

ター、ＡＩＳ及びＶＨＦの電源を入れ、汽笛を装備し、機器等の故障

及び不具合はなく、電子海図情報表示装置を備えていなかった。 

航海士Ａ₁は、航海士として備讃瀬戸東航路の通航経験が２年以上

あった。 

Ｂ船は、航海速力が約１０.５kn で、レーダー２台のうち３Ｍレン

ジに設定したレーダー１台、ＧＰＳプロッター及びＶＨＦの電源を入

れ、エアホーンを装備し、機器等の故障及び不具合はなかった。 

航海士Ｂは、平成２０年からＢ船の甲板員として乗船し、平成２７

年に一等航海士となって備讃瀬戸東航路の通航経験が幾度もあった。 

航海士Ｂは、男木島北方沖で後方約１ＭにＡ船を視認した際、備讃

瀬戸東航路には速力制限があるので、Ａ船の速力は約１２～１３kn と

思い、Ａ船に追い付かれるのは約３０分後だと判断した。 

分析 

 乗組員等の関与 

 船体・機関等の関与 

 気象・海象等の関与 

 判明した事項の解析 

 

Ａ あり、Ｂ あり 

Ａ なし、Ｂ なし 

Ａ なし、Ｂ なし 

Ａ船は、備讃瀬戸東航路を東進中、航海士Ａ₁が、入港予定時刻を

調べる目的で船橋後部の海図室に入っていて、見張りを行っていなか

ったことから、Ｂ船に気付かずに航行を続け、Ｂ船と衝突したものと

考えられるが、航海士Ａ₁から十分な情報が得られず、航海士Ａ₁のＢ

船の存在に関する認識状況については明らかにすることができなかっ

た。 

Ｂ船は、備讃瀬戸東航路を東進中、航海士Ｂが、いずれＡ船がＢ船
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の進路を避けて追い越していくものと思い、後方の見張りを適切に行

っていなかったことから、左舷後方から針路を保持したままＢ船に向

かってくるＡ船に気付かずに航行を続け、Ａ船と衝突したものと考え

られる。 

航海士Ｂは、男木島北方沖で後方約１ＭにＡ船を視認した際、備讃

瀬戸東航路には速力制限があるので、Ａ船の速力は約１２～１３knと

思い、Ａ船に追い付かれるのは約３０分後だと判断したことから、次

の変針予定場所のことに意識を向けていたものと考えられる。 

原因 本事故は、夜間、備讃瀬戸東航路において、Ａ船及びＢ船が東進

中、航海士Ａ₁が、船橋後部の海図室で入港時刻を調べていて、見張

りを行わず、また、航海士Ｂが、いずれＡ船がＢ船の進路を避けて追

い越していくものと思い、後方の見張りを適切に行っていなかったた

め、両船が衝突したものと考えられる。 

参考 今後の同種事故等の再発防止に役立つ事項として、次のことが考え

られる。 

 ・航行中は、周囲の状況を憶断することなく、適切な見張りを行う

こと。 

 ・速力制限区間内は、法定速力を超えて航行しないこと。 

 



 

 

-
 
5
 
- 

 

付図１ 事故発生経過概略図 

岡山県 香川県 
小豆島 

香川県 

香川県 

男木島 

男木島灯台 
Ａ船 

Ｂ船 

事故発生場所 

（平成２９年３月８日 

 ２３時５６分ごろ発生） 

 

Ａ船 

Ｂ船 
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付表１ Ａ船のＡＩＳ記録（抜粋） 

時 刻 

（時：分：秒） 

船 位※ 
対地針路※ 

（°） 

船首方位※ 

（°） 

対地速力 

（kn） 
北 緯 

（°-′-″） 

東 経 

（°-′-″） 

23:38:04 034-25-48.9 134-02-17.5 059.3 059.0 14.4 

23:39:10 034-25-57.2 134-02-33.8 058.3 058.0 14.3 

23:40:04 034-26-03.9 134-02-47.1 058.1 058.0 14.3 

23:41:04 034-26-11.4 134-03-01.9 058.4 058.0 14.4 

23:42:00 034-26-18.5 134-03-15.7 056.8 059.0 14.3 

23:43:00 034-26-25.5 134-03-30.8 066.3 070.0 14.1 

23:44:00 034-26-28.7 134-03-46.9 089.8 096.0 13.7 

23:45:04 034-26-27.0 134-04-04.5 097.7 100.0 13.7 

23:46:04 034-26-24.9 134-04-21.0 099.4 101.0 13.9 

23:47:04 034-26-22.0 134-04-37.7 100.7 100.0 14.5 

23:48:04 034-26-19.1 134-04-55.4 101.8 100.0 14.6 

23:49:10 034-26-16.3 134-05-14.5 100.5 100.0 14.5 

23:50:10 034-26-13.8 134-05-31.7 100.6 100.0 14.5 

23:51:04 034-26-11.5 134-05-47.0 099.5 100.0 14.4 

23:52:04 034-26-09.0 134-06-04.1 099.9 100.0 14.3 

23:53:04 034-26-06.8 134-06-21.2 098.6 100.0 14.3 

23:54:04 034-26-04.8 134-06-38.8 098.6 099.0 14.4 

23:55:04 034-26-02.2 134-06-55.8 100.2 100.0 14.5 

23:56:04 034-25-59.9 134-07-13.2 099.9 100.0 14.4 

23:57:00 034-25-58.4 134-07-28.2 085.6 080.0 10.5 

※船位は、船橋上方に設置されたＧＰＳアンテナの位置である。また、対地針路及び船首方位は

真方位である。 
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付表２ Ｂ船のレーダー映像追尾記録（抜粋） 

時 刻 

（時：分：秒） 

船 位 
対地針路 

（°） 

対地速力 

（kn） 
北 緯 

（°-′-″） 

東 経 

（°-′-″） 

23:33:00 034-25-52.8 134-02-17.7 060.0 12.3 

23:34:00 034-25-58.3 134-02-29.0 059.0 11.0 

23:35:00 034-26-04.9 134-02-42.0 057.6 12.3 

23:36:00 034-26-11.4 134-02-55.1 059.7 11.9 

23:37:00 034-26-17.1 134-03-06.9 060.3 11.5 

23:38:00 034-26-22.9 134-03-20.0 061.6 11.5 

23:39:00 034-26-28.3 134-03-31.7 061.3 11.5 

23:40:00 034-26-30.2 134-03-44.5 084.0 11.5 

23:41:00 034-26-29.3 134-03-59.0 096.9 11.0 

23:42:00 034-26-28.1 134-04-12.0 095.1 11.0 

23:43:00 034-26-27.4 134-04-24.9 093.7 11.0 

23:44:00 034-26-24.5 134-04-39.2 104.8 11.0 

23:45:00 034-26-22.3 134-04-51.0 101.7 10.6 

23:46:00 034-26-19.6 134-05-05.6 100.5 11.0 

23:47:00 034-26-17.5 134-05-18.4 102.4 11.0 

23:48:00 034-26-15.5 134-05-31.0 101.4 11.0 

23:49:00 034-26-13.3 134-05-44.9 099.5 11.0 

23:50:00 034-26-11.7 134-05-57.4 098.5 10.6 

23:51:00 034-26-09.3 134-06-10.9 101.6 10.6 

23:52:00 034-26-07.4 134-06-23.3 098.1 10.6 

23:53:00 034-26-05.4 134-06-36.0 102.0 11.0 

23:54:00 034-26-03.4 134-06-49.8 099.2 11.0 

23:55:00 034-26-01.2 134-07-02.4 101.9 11.0 

23:56:00 034-25-58.8 134-07-16.4 101.8 11.0 

24:00:00 034-26-06.5 134-07-51.6 082.6 5.1 

※追尾記録におけるＢ船の位置は、レーダー映像上の物標の中心位置を計測したものであり、船型

及びレーダー反射角度等により船舶の実中心位置とは異なる。また、追尾、再生記録の時間と船

舶の実位置の時間には、コンピューター処理時間の関係で１５秒から２５秒程度の遅れがある。

なお、２３時５７分～５９分までのデータは欠落している。 


